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支出負担行為担当官 

 

入札及び契約心得 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１ この心得は、防衛省情報本部支出負担行為担当官（以下「甲」という。）と請負、売

買その他の契約について、入札等に参加しようとする者、契約を締結しようとする者及び

契約を締結した者（以下「乙」という。）が知り、かつ、守らなければならない事項を定

める。 

 

（原則） 

第２ 乙は、この心得を熟知の上、次の各号に掲げる事項について義務の履行又は権利の行

使にあたらなければならない。 

（１）一般競争及び指名競争における入札参加及び契約締結 

（２）随意契約における見積書提出及び契約締結 

（３）その他の場合における手続等 

 

（資料の提出・提示） 

第３ 乙は、甲に対して虚偽の資料を提出又は提示してはならない。 

 

（押印省略等） 

第４ 甲及び乙は、関係法令等で定められている場合を除き、押印省略した書類を提出又は

提示できるものとする。 

２ 甲及び乙は、関係法令等で定められている場合を除き、電子メールにより書類を提出又

は提示できるものとする。 

 

第２章 資格審査 

 

（競争入札参加資格） 

第５ 競争入札に参加するためには、一般競争・指名競争参加資格（全省庁統一資格）を保

有しなければならない。 

２ 資格審査申請の手続等の細部については、防衛省ホームページの入札参加資格サイト

（https://www.mod.go.jp/j/budget/shikaku/index.html）を確認するものとする。 

 

（一般競争に参加することができない者） 

第６ 次に掲げる者は、一般競争に参加することができない。 



（１）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当する者 

（２）情報本部長から又は防衛省としての指名停止等の措置を受けている期間中である者 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による更生手続開始又は民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）による再生手続開始を申立てられている者並びに更生手続開始

又は再生手続き開始の決定を受けた者で、甲が定める所定の書類を提出しない者 

（４）未成年者及び被保佐人又は被補助人である者で、保護責任者及び保佐人又は補助人か

ら契約締結の同意を得ていない者 

（５）都道府県警察から暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続し

ている者 

 

（一般競争に参加させないことができる者） 

第７ 甲は、乙が予決令第７１条の規定に該当すると認められるときは、その者について３

年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができるものとする。その者を代理

人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。 

 

第３章 公募手続 

 

（公募手続） 

第８ 公募手続とは、調達予定品目についてどのような資格及び技術等が必要であるかを公

示して契約希望業者を募り、審査して契約可能業者を選定することをいう。 

 

（必要な資格要件） 

第９ 公募に際し、必要な資格要件は、第６及び第７の規定に該当しない者とする。 

２ その他の資格要件の細部については、契約の内容に応じて都度示すものとする。 

 

（公募実施要領） 

第１０ 募集公示要項は、次の各号による。 

（１）公示時期は、発生の都度、随時とする。 

（２）公示場所は、会計課（Ｅ２棟３階）の掲示板（以下「掲示板」という。）及び情報本

部ホームページ（https://www.mod.go.jp/dih/）とする。 

２ 説明会の実施 

契約希望者募集要項の内容について、説明会を実施することがある。 

３ 参加申込書等の提出 

乙は、契約希望業者募集要項に基づき、申込期限内に参加申込書及び資格審査結果通知

書を提出するものとする。また、技術的に必要な資格要件を審査するために、技術資料等

の提出を求める場合がある。 

４ 技術資料等の審査 

提出された技術資料等は、防衛省の評価基準に基づき審査するものとし、技術審査にあ

たり、技術資料等についての説明、追加資料の提出並びに製造体制等の調査及び報告等を

依頼することがある。 



５ 審査結果の通知 

資格審査及び技術審査の結果、審査合格又は審査不合格の通知を行う。 

６ 異議の申立て 

乙は、審査結果に疑義等がある場合には、公募で定めた期限内に甲に異議申立てを行う

ことができる。 

 

第４章 一般競争契約 

 

（公告） 

第１１ 一般競争契約に付する場合には、次の各号に掲げる事項を記載した公告を掲示板及

びホームページに掲示する。 

（１） 競争入札に付する事項 

（２） 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

（３） 適用する契約条項 

（４） 説明会及び入札の場所及び日時 

（５） 保証金に関する事項 

（６） その他必要な事項 

 

（入札保証金） 

第１２ 乙は、公告又は通知により入札保証金の納付を免除している場合を除き、入札日の

前日（特別の理由がある場合には入札日）までに、次の各号に掲げる入札保証金を納付す

るものとする。 

（１）入札保証金の額は、公告又は通知により示すものとし、原則として乙の見積もる契約

金額の５／１００以上の額とする。入札保証金の額に千円未満の端数があるときは、千

円未満を切り上げるものとする。 

（２）入札保証金は、原則として銀行小切手又は入札保証保険証券によるものとする。 

（３）落札者が契約を締結しない場合、その入札保証金は国庫に帰属する。 

（４）入札保証金の取扱日時は、甲乙の間で調整の上、甲が日時を指定する。その他取扱い

の細部については、甲に照会するものとする。 

２ 落札者以外の入札者は、入札終了後、入札保証金の返還を受けるものとする。この際、

社員等代理入札者に返還を受けさせる場合は、当該社員等の所属する会社等が発行した身

分証明書を提示させるとともに、保証金返還申請書及び代理受領委任状を提出するものと

する。 

３ 落札者は、契約締結後、前項の手続きに準じて返還を受けるものとする。 

 

（説明会） 

第１３ 説明会は、原則として行わない。ただし、入札及び契約に際して、仕様書・図面等

（以下「仕様書等」という。）のみによっては細部表現が困難な場合又は将来にわたって

誤解が生じる恐れがある場合並びに公告内容等の不明確な点を補足する必要がある場合

は、個別説明会を行うことがある。 



２ 個別説明会の不参加又は説明事項の聞き漏らし等に起因する損害は、すべて乙の負担と

する。 

 

（同等品での入札） 

第１４ 同等品をもって入札に参加しようとする者は、次の各号に定めるところにより、同

等品での入札参加を認める。 

（１）同等品リストが示された場合は、同等品リストに記載された品目から納入品を選定す

ること。 

（２）同等品リストが示されない場合又は同等品リストに記載された品目以外の品目で入札

に参加しようとする場合は、定められた期限までに同等品申請（認定）書を提出し、所

要の審査の上、同等品の認定を受けるものとする。 

（３）同等品リストに記載された品目又は前号の同等品申請に基づき甲が認定した同等品で

入札に参加する場合は、入札書（品目内訳書を含む。）に納入する品目の名称及び規格

等を明記すること。 

（４）同等品の認定を受けていない納入品、あるいは同等品申請により同等品として不適と

通知された納入品での入札は無効とする。 

 

（市場価格調査に関する協力） 

第１５ 乙は、甲が行う市場価格調査の参考とするため、参考見積書の提出依頼に可能な限

り協力するものとする。参考見積書の提出が困難な場合は、その理由を開示するものとす

る。 

 

（入札会場への立入等） 

第１６ 公告に示された入札場所（以下「入札会場」という。）への立入りに際しては、次

の各号に掲げる事項を厳守すること。 

（１）入札会場への立入りは、入札時刻の１０分前からとし、立会の会計課職員が不在の場

合は、入室してはならない。 

（２）入札会場及びその周辺において、入札者同士の私語を禁ずる。 

（３）入札会場及びその周辺において、会計課職員の指示に従うものとする。 

（４）乙は、事前提出書類又は入札書の記載事項等について質問等がある場合は、入札開始

までに甲に確認するものとする。 

 

（入札書） 

第１７ 入札書の提出にあっては、次の各号に掲げる事項に留意すること。 

（１）件名（品名）、入札金額、数量、単位、履行期限、履行場所、住所及び氏名等、必要

事項を正確に記述すること。 

（２）文字を訂正しようとするときは、訂正箇所を二線で抹消し、同行上部余白に正しい文

字を記述すること。 

（３）代理人により入札に参加する場合は、入札開始前までに委任状を提出しなければなら

ない。 



（４）一度提出した入札書の差替又は取消等、入札条件の変更に係る申し出は認めない。 

 

（無効入札） 

第１８ 次の各号に該当する場合は、その入札書を無効とする。 

（１）有資格者でない者又は資格の取消を受けた者による入札 

（２）入札保証金の納付が定められたとき、入札保証金の納付済を証明する書類を入札時に

提示しない場合又は納付した入札保証金額が所定の額に達しない場合 

（３）入札書が第１６に示す要件を満たしていない場合 

（４）入札金額が訂正されている場合又は判読不能あるいは誤読の恐れがある場合 

（５）同一の入札について、同時に２通以上の入札書を提出した場合 

（６）二重代理による入札を行った場合 

（７）その他、入札に関する条件に違反する行為があった場合 

 

（談合情報による入札の中止又は延期） 

第１９ 入札に関する談合の情報等があった場合は、当該入札を中止又は延期することがあ

る。 

 

（入札） 

第２０ 入札は、次の各号に示すところにより行う。 

（１）入札開始は、公告に示した時刻をもって行う。入札時刻に入札会場に入場していない

者の入札参加は認めない。 

（２）入札は、入札箱に入札書を投函することにより行う。 

（３）甲は、入札会場にいる入札者に対してあらかじめ入札箱の内部を示し、入札開始前に

一切のものが混入していないことを明らかにするものとする。 

２ 原則として郵便入札を認めるものとする。 

３ 甲は、入札会場に予定価格を封緘して備え、入札会場にいる入札者に封緘の上保管され

ていることを示すものとする。また、予定価格はすべての入札者が入札書の投函を終える

まで開封しないものとする。 

４ 乙は、入札を辞退する場合、入札箱に辞退札を投函するものとする。 

 

（開札） 

第２１ 開札は、すべての入札者が入札書の投函を終えた後、直ちに入札者の立会いのもと

に行う。この際、甲は、無効入札の有無を入札者に告げた上で、封緘した予定価格を開封

し、次の各号に掲げる措置をとる。 

（１）落札者を決定した場合は、落札者の氏名及びその入札金額を告げる。 

（２）落札者がない場合は、最低入札金額を読み上げた後、再度の入札を行う旨を告げ、入

札辞退者及び無効入札者を退室させた後、引き続き入札を行う。 

（３）郵便入札があった場合は、契約業務に関係しない情報本部職員（以下「契約に関係し

ない職員」という。）をもって入札者に代えて開札に立会させるものとする。 

（４）最低価格入札者を落札者としないことについて調査する必要があると認める場合は、



すべての入札者に対し最低入札金額を示した上、所要の調査が終了するまで落札者を決

定しないことを告げるものとし、調査の結果、落札者を決定したときは、別途通知する

旨を告げる。 

 

（落札者の決定） 

第２２ 予定価格の範囲内で最低価格（売払の場合は最高価格）の入札者を落札者とする。

なお、総合評価落札方式による場合は、入札価格が予定価格の範囲内であり、技術等に係

る評価項目の要件を満たす者の中で、入札価格及び技術等に対する得点が最高数値である

者を落札者とする。これらの場合に、落札となるべき同価格又は同数値の入札者が２人以

上あるときは、直ちにくじ引きで落札者を決定する。くじを引かない者があるときは、こ

れに代わり契約に関係しない職員がくじを引き、落札者を決定する。 

２ 前項の規定により、くじを引かない者が落札者となった場合、契約締結を拒否すること

はできない。 

３ 落札者の決定後にあっても、予定価格は開示しないものとする。 

 

（最低価格入札者を落札者としない場合の措置） 

第２３ 予定価格が１千万円を超える役務等その他の請負契約において、次の各号の一に該

当するときは、最低価格の入札金額であっても落札者としないことがある。 

（１）予定価格に比較して入札金額が著しく低く、適正に契約履行されない恐れがあると認

められるとき 

（２）最低価格入札者と契約を結ぶことが公正な取引の秩序を乱す恐れがあり、著しく不適

当であると認められるとき 

２ 前項の該当適否を判断するため、予定価格の６０パーセントに満たない価格の入札書を

提出した最低価格入札者に対し、役務原価又は製造原価並びに資材等保有状況及び財務状

況等を確認する必要があると甲が判断した場合、最低価格入札者は、所要の調査に応じな

ければならない。 

 

（入札が不調となった場合の措置） 

第２４ 入札は、原則として再度の入札までとする。再度の入札を行っても落札者がないと

きは、次の各号のいずれかの措置をとる旨を告げ、当該措置をとる。この場合において休

憩を行うときは、乙は、甲の指示に従い行動するものとし、指示に従わないときは、入札

に参加させないことがある。 

（１）引き続き入札を行う。 

（２）再度公告又は通知により改めて入札を行う。 

（３）低価（売払の場合は高価）の入札者から順次随意契約の相手方として商議を行う。 

 

（落札者が契約を結ばない場合の措置） 

第２５ 落札者が契約を結ばない場合には、次の各号のいずれかの措置をとる。 

（１）再度公告又は通知により改めて入札を行う。 

（２）低価（売払の場合は高価）の入札者から順次随意契約の相手方として商議を行う。 



２ 契約を結ばない落札者について、入札保証金を納付した場合は、当該入札保証金を国庫

に帰属させるものとし、入札保証金が免除された場合は、損害賠償の請求を受け、指名停

止の措置等を受けることがある。 

 

（電子入札） 

第２６ 政府電子調達システムを用いて入札書、見積書及びその他の証明書等（利用可能な

ものに限る。以下「入札書等」という。）の提出を行う場合の手続については、総務省が

定めるところによるほか、次により実施する。  

（１）乙は、政府電子調達システムの入札書等に必要事項を入力し、公告又は通知において

示した締切日時までに提出しなければならない。  

（２）代理人（復代理人を含む。）の登録を行う場合は、第１６の規定により委任状を提出

するものとし、当該代理人を電子入札における代理人としなければならない。 

（３）落札となるべき同価格又は同数値の入札を行った者が２人以上あり、くじ引きにより

落札者の決定を行うこととなった場合は、入札者に同価通知書を発行するとともに、く

じ引きの対象者にくじで落札者を決定する旨並びにくじ引きの実施日及び場所を通知す

る。なお、落札となるべき同価格又は同数値の入札者がすべて紙入札者の場合は、同価

通知書を発行せずに、直ちにくじで落札者を決定し、落札決定通知書を発行する。 

（４）第１７に規定する場合のほか、次の各号の一に該当する場合の入札を行った者の入札

は無効とする。 

ア 入札書等が入札締切日時までに政府電子調達システムのサーバーに到達しない場合 

イ 入札書等に利用者又は代理人の有効な電子証明書が添付されていない場合 

ウ 政府電子調達システムの画面上に示された文字種、文字数、記入例その他の指定に

従わないで入力した事項を含む場合 

エ 政府電子調達システムにおいて、必要な項目を入力せず、又は不要な項目を入力し

た事項を含む場合 

オ 政府電子調達システムの不正利用及び電子証明書の不正使用により行った場合 

カ 前各号のほか、利用規約に定める禁止事項に違反した場合 

２ 政府電子調達システムの利用時においても第１０から第３０までの規定を性質の許す限

り準用する。 

 

第５章 指名競争契約 

 

（指名競争の参加者） 

第２７ 指名競争契約は、原則として一般競争・指名競争参加資格（全省庁統一資格）を保

有する者の中から所要の要件を満たす者を指名し、入札を実施する。 

２ 指名を受けた者が入札参加を辞退する場合は、申し出なければならない。 

 

（指名競争における入札手続等） 

第２８ 指名競争契約における入札手続等は、第１１から第２５までの規定を準用する。 

 



第６章 随意契約 

 

（随意契約によるもの） 

第２９ 次に掲げる各号に該当する場合は、随意契約を行う。 

（１）公募により、契約の要件を満たす者が１者に限られた場合 

（２）企画競争による場合 

（３）契約予定金額が少額の場合 

（４）関係法令等により契約相手方が限定される場合 

（５）その他、随意契約が適当と認められる場合 

 

（競争入札から随意契約への移行） 

第３０ 競争入札において、予決令第９９条の２の規定に該当する場合は、随意契約を行う

ことがある。 

 

（随意契約の手続） 

第３１ 随意契約に応じる者は、示された期限内に見積書を提出するものとする。 

 

第７章 契約の締結 

 

（契約の成立） 

第３２ 乙は、落札又は商議成立後、契約書を作成し、甲に提出するものとする。甲乙の双

方が契約書に記名押印をした時点をもって契約が成立するものとする。 

 

（契約書の作成） 

第３３ 乙は、次に掲げる各号に従い契約書を作成するものとする。 

（１）契約書は２部作成する。 

（２）うち１部に、印紙税法に定められた収入印紙を所定の箇所に貼付し、同法に定められ

た処置を行った上で、甲に提出するものとする。 

（３）契約書が２頁以上にわたる場合は、一連のものである証明を行うものとする。 

（４）契約書は落札又は商議成立後７日以内に提出しなければならない。 

（５）契約書の作成に伴う費用は、すべて乙の負担とする。 

（６）随意契約に限り、部分払いを希望する場合は、契約書作成前に甲に協議を求めるもの

とし、部分払いの可否及び回数は、契約内容を勘案して協議の上決定する。 

（７）契約書の作成にあたっては、公告で示された契約条項及びその他甲から通知された契

約条項を付帯しなければならない。 

 

（基本契約条項） 

第３４ 基本契約条項は、装備品等又は役務の調達に関する契約に適用するもので、次に掲

げるものとする。 

（１）売買契約条項 



（２）売買単価契約条項 

（３）役務請負契約条項 

（４）賃貸借契約条項 

（５）製造請負契約条項 

 

（特別契約条項） 

第３５ 契約の性質上基本契約条項を適用することができない場合若しくは装備品等又は役

務の性質上基本契約条項に特殊条項を付して契約することが適当でないと認める場合は、

次に掲げる各号について特別契約条項を定め、契約に付帯させる。 

（１）調査研究特別契約条項 

（２）ソフトウェア作成請負特別契約条項 

（３）早期装備化契約特別条項 

（４）その他特に必要な事項 

 

（特約条項） 

第３６ 基本契約条項又は特別条項を補完する必要がある場合は、次に掲げる各号について

特約条項を定め、契約に付帯させる。 

（１）部分払に関する特約条項 

（２）超過利益の返納に関する特約条項 

（３）特定費目の代金の確定に関する特約条項 

（４）資料の信頼性確保及び制度調査の実施に関する特約条項 

（５）輸入品等に関する契約に係る資料の信頼性確保及び輸入調達調査の実施に関する特約

条項 

（６）談合等の不正行為に関する特約条項 

（７）暴力団排除に関する特約条項 

（８）秘密の保全に関する事項（第６８による。） 

（９）装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項 

（10）履行保証保険に関する特約条項 

（11）概算契約に関する特約条項 

（12）原価監査付契約に関する特約条項 

（13）情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項 

（14）知的財産の取扱いに関する特約条項 

（15）債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項 

（16）保有個人情報等の取扱いに関する特約条項 

（17）その他特に必要な事項 

 

（特殊条項） 

第３７ 基本契約条項、特別条項又は特約条項と異なる定めを必要とする場合は、次に掲げ

る各号について特殊条項を定め、契約に付帯させる。 

（１）特定費目の代金の確定に関する特約条項に対する特殊条項（特定品目の外貨建費目の



み） 

（２）その他特に必要な事項 

 

（契約書の省略） 

第３８ 契約金額が、予決令第１００条の２で定める契約書の作成を省略することができる

金額を超えない場合、契約書の作成を省略することがある。 

 

（請書の作成） 

第３９ 契約書の作成を省略した場合で、甲から指示を受けたときは、乙は、請書１部を提

出するものとする。なお、請書の作成に伴う費用は、すべて乙の負担とする。 

 

（契約保証金） 

第４０ 乙は、公告又は通知により契約保証金の納付を免除している場合を除き、次に掲げ

る契約保証金を納付するものとする。 

（１）契約保証金の額は、公告又は通知により示すものとし、契約金額の１０／１００以上

の額とする。契約保証金に千円未満の端数があるときは、千円未満を切り上げた金額と

する。 

（２）契約保証金は現金、履行保証保険証券又は銀行保証状によるものとする。 

（３）乙が契約上の義務を履行しない場合、納付した契約保証金は国庫に帰属する。 

（４）契約保証金の取扱日時は、甲乙の間で調整の上、甲が日時を指定する。その他取扱い

の細部については、甲に照会するものとする。 

２ 乙は、契約履行完了後、契約保証金の返還を受けるものとする。この際、社員等代理人

に返還を受けさせる場合は、当該社員等の所属する会社等が発行した身分証明書を提示さ

せるとともに、保証金返還申請書及び代理受領委任状を提出するものとする。 

 

第８章 契約の履行 

 

（債権の譲渡等） 

第４１ 乙が甲に対して保有する債権を第三者に譲渡できる範囲は、次に掲げるものとし、

譲渡にあたっては、別途甲の定める規定に従い、甲の承認を受けなければならない。 

（１）契約履行完了後の債権の場合は、乙が取得する確定債権金額５千万円以上の債権のう

ち、甲又はその補助者が検査調書を交付しているものであって、代金の支払いが行われ

てないもの。 

（２）契約履行完了前の債権の場合は、契約金額が１億円以上であって、契約期間が複数会

計年度にわたる製造請負、試作研究請負、研究委託又は役務請負契約に基づくもの。 

（３）前号による債権の譲渡額は、契約金額から前払金額及び既部分払済み金額を控除した

額を超えないものであること。 

 

（債務引受け等） 

第４２ 乙は、第三者の債務を引受けようとする場合、あるいは営業譲渡等（合併を含む。



以下「債務引受け等」という。）をしようとする場合は、あらかじめ、次に掲げる各号に

ついて、甲に対して通知を行うものとする。 

（１）債務引受け等を行おうとする者の名称、住所、資本金、営業状況、生産設備及び従業

員等の概要 

（２）債務引受け等を必要とする理由 

（３）債務引受け等の範囲 

（４）その他甲が必要と認める事項 

 

（下請負の承認） 

第４３ 契約履行に伴い、その一部を第三者に請け負わせる場合は、甲に対してあらかじめ

下請負承認申請書を提出し、甲の承認を得なければならない。 

 

（納入及び役務等の完了） 

第４４ 納入品等は、必ず納期までに約定した場所に納入しなければならない。その際、所

定の必要事項が記載された納品書１部を検査官に提出するものとする。 

２ 納入品等は、仕様書等において特に指定のない限り、新品による納入とする。 

３ 役務等が完了した時は役務完了届１部を検査官に提出するものとする。 

４ 納期又は履行期限までに契約履行が不可能な事態が発生した場合は、乙は、速やかに甲

に申し出て、甲の指示に従うものとする。 

 

（無償の履行延期） 

第４５ 乙は、天変地異又は乙の責に帰しがたい理由により契約履行を延期する必要がある

場合は、納期又は履行期限までに、履行延期理由を記述した契約履行延期申請書を提出す

るものとする。 

２ 甲は、乙の責に帰すべきでない相当の理由があると認める場合は、無償で納期又は履行

期限を延期することができる。ただし、遅延の発生が乙の通常の注意義務によって予見で

き、乙が相当の措置を講じることにより防止できたと判断する場合は、無償の納期又は履

行期限の延期はできないものとする。 

 

（有償の履行延期） 

第４６ 乙は、自らの責に帰する理由により履行延期となったもののうち、履行期限の猶予

を申請して甲がこれを認めた場合は、納期又は履行期限の翌日から起算して履行完了日ま

での遅延日数に応じた部分について、契約条項に定める延納金を支払うものとする。 

２ 乙は、自らの責に帰する理由により履行期限に遅れた場合、納期又は履行期限の翌日か

ら起算して履行完了日までの遅延日数に応じた部分について、契約条項に定める遅滞金を

支払うものとする。 

３ 延納金又は遅滞金の徴収は、原則として代金支払の際に、乙が甲に対して有する債権と

相殺するものとする。 

 

 



（納入品等の契約不適合） 

第４７ 納入品等に契約不適合がある場合の処置は、契約条項で定めるほか、次に掲げる各

号による。 

（１）契約書及び仕様書等にそれぞれ異なる保証期間を定めている場合は、特に定めのない

限り、いずれか長期の保証期間を適用するものとする。 

（２）保証期間内の不具合発生に際し、甲が契約不適合の請求権があることを確認した場合

は、甲は乙に対して契約不適合の調査を行うよう通知する。その際、乙は契約不適合の

調査に甲の指定する検査官を立会させることができる。 

（３）前号による調査の結果契約不適合に該当すると判定された場合、甲は乙に対して所要

の事項を記入した契約不適合修補請求書を送付する。この際、乙は契約不適合の扱いに

異議がある場合は、指定された期限までに異議を申し立てることができる。 

（４）契約不適合修補等（新品との交換を含む。）は、速やかに実施するものとし、これら

に要する費用は、すべて乙の負担とする。 

（５）契約不適合修補等の期間内に修補等が完了しないときは、一般の契約に準じて遅滞金

（納期の翌日から履行された日までの日数１日につき遅滞部分に対する代金の１０００

分の１以上を乗じた額）を徴収する。 

 

（契約の解除） 

第４８ 契約締結後に事情の変更及び外部要因等によって、契約の一部又は全部を解除せざ

るを得ない場合は、契約条項によるほか、次に定めるところによる。 

（１）天変地異又は乙の責に帰しがたい理由により契約を解除する必要がある場合は、乙に

損害賠償を求めることなく、無償で契約を解除することができる。 

（２）前号に該当する場合、乙はその責に帰さない理由を立証する詳細な資料を甲に提出す

るものとする。 

（３）前号の提出資料に基づき、その原因が乙の通常の注意義務により予見可能で、乙が防

止措置を怠ったことによるものと判断する場合を除き、甲は無償で契約を解除すること

ができる。 

（４）前各号以外は、すべて有償の契約解除とする。 

（５）契約の解除を必要とする事態が発生した場合、乙は速やかに契約解除申請書を提出し

なければならない。 

 

（違約金の徴収） 

第４９ 有償で契約を解除した場合は、契約書等で約定した違約金を徴収するものとする。

ただし、実際の損害額が違約金の額を超過する場合は、その超過分の損害について賠償を

請求することがある。 

２ 乙が、特約条項に基づき行われる調査において、虚偽の資料提出又は提示を行った場合

は、当該約定に定める違約金等を徴収する。 

３ 乙が前各号の違約金を指定された期限内に納入しない時は、当該期限を経過した日から

支払いを完了する日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額の遅滞利息を

徴収するものとする。 



第９章 監督及び検査 

 

（監督） 

第５０ 製造その他の請負契約を締結した場合において、甲がその契約の性質や内容に鑑み

て、必要があると判断した場合は、監督を行うものとする。 

 

（監督官の職務権限） 

第５１ 監督官は次に掲げる職務を行う。 

（１）監督官は、請負契約の履行中に立ち会い、工程の管理、材料及び部品等の品質等につ

いて確認等を実施し、必要な指示をするものとし、乙は監督官の職務権限に基づく正当

な指示に従わなければならない。 

（２）監督官は、契約条項及び仕様書等に基づき、乙が作成した設計図及び図面等の書類を

審査し、承認を行う権限を有する。 

 

（検査） 

第５２ 製造、物品売買及び役務等の契約においては、次により検査を行うものとする。 

（１）契約に定める納地において、納入品の受領時に受領検査を行い、品質、性能及び数量

等が契約内容に適合しているか否かを確認する。 

（２）製造、修理又は役務等の履行完了時に役務検査を行い、提供された役務等の内容が契

約内容に適合しているか否かを確認する。 

 

（監督及び検査の場所） 

第５３ 甲は、監督業務及び検査業務を適正に行うため、その実施場所を適宜選択するもの

とし、甲が必要と認める場合、乙の管理する施設等において監督及び検査を実施できるも

のとする。 

２ 乙は、甲から乙の管理する施設等において、監督及び検査を実施する旨の通知を受けた

場合は、甲乙協議の上監督及び検査を受けるため必要な措置を取らなければならない。 

 

第１０章 支払 

 

（代金支払） 

第５４ 契約の履行完了後、甲は、乙の発行する適正な請求書の受領日から起算して３０日

以内に代金を支払うものとする。 

 

（代金の支払方法） 

第５５ 代金の支払いは、乙が正当な債権者であると認められる金融機関口座への振込によ

り行う。 

 

 

 



２ 乙は、次表を基準として、振込を希望する金融機関口座を指定するものとする。 

（例） 

金融機関 ○○銀行○○支店 

種別・番号 普通預金 012-3456789 

口座名義 株式会社○○○○ 

 

（請求書） 

第５６ 乙は、契約の履行完了後、請求書１部を提出するものとする。請求書が２頁以上に

わたる場合は、一連の請求書であることを明示するものとする。 

 

第１１章 雑則 

 

（原価計算に係る参考資料の提出） 

第５７ 甲は、必要に応じて次に掲げる各号について協力を依頼するものとし、乙は、可能

な限り甲に協力するものとする。 

（１）予定価格算定の参考とする原価資料等の提出 

（２）概算契約における、契約履行後の精算に必要な根拠資料の提出 

（３）原価等の調査。特に高額契約及び契約実績の多い相手方は、社内就業規定等及び原価

計算規則等、価格算定の根拠となる資料の提出又は提示 

２ 乙が、前項の依頼に応じない場合は、甲は、その理由の開示を求める場合がある。 

 

（制度調査及び輸入調達調査の受入れ） 

第５８ 乙は、甲が行う制度調査（原価計算方式で予定価格を算定して契約を締結している

乙の原価計算システムの適正性を確認するための調査であって、会計制度の信頼性、原価

発生部門から原価元帳又はこれに相当する帳票類（以下「原価元帳等」という。）への集

計システムの適正性、貸借対照表及び損益計算書の内訳と原価元帳等の数値の整合性その

他これに類する必要事項を確認するとともに、社内不正防止及び法令遵守に関する体制を

確認する調査をいう。以下同じ。）又は輸入調達調査（輸入品等（防衛省が直接又は輸入

業者を通じて外国から調達する装備品等（防衛省設置法（昭和２９年法律第１６４号）第

４条第１３号に規定する装備品等をいう。以下同じ。）及び役務（日本国とアメリカ合衆

国との間の相互防衛援助協定に基づく有償援助により調達する装備品等及び役務を除

く。）をいう。以下同じ。）に関する契約を締結している乙の経理会計システム等の適正性

を確認するための調査であって、経理会計システム上の記録と乙が提出し、又は提示した

請求書等の整合性及び当該請求書等に関連する書類の必要事項を確認するとともに、社内

不正防止及び法令遵守に関する体制を確認する調査をいう。以下同じ。）について、甲か

ら受入れの要請があった場合には、これを受入れるものとする。 

２ 制度調査又は輸入調達調査は、年度の計画に基づき、日時、場所その他調査を行う上で

の必要な事項を甲から乙に十分な猶予をもって通知して行う定期調査及び当該計画外で行

う臨時調査により実施する。制度調査での臨時調査であっては、必要な事項の通知を当該

臨時調査の開始時に行うものとする。 



３ 原価計算方式で予定価格を算定している契約を締結している乙は、制度調査の定期調査

及び臨時調査の実施期間中、甲が行うフロアチェック（作業現場（乙の製造現場、設計現

場及び試験・検査現場並びにこれらの現場に関する原価管理を行う現場をいう。）におい

て、作業員等から作業内容について直接に説明を聴取するとともに、聴取内容と乙の作業

指示書、帳票類等を突合して行う確認作業をいう。）を受入れるものとする。フロアチェ

ックは、実施日、調査対象者、質問事項その他調査を実施する上で必要な事項を乙とあら

かじめ調整することなく、抜き打ちで実施する。 

 

（資料の提出又は提示） 

第５９ 資料の提出又は提示について契約の相手方は、契約担当官等に資料を提出又は提示

する場合には、不真正な資料を提出又は提示してはならない。 

 

（契約の相手方が常備しておく資料） 

第６０ 乙は、臨時調査において、甲の求めに応じ、直ちに関係書類を提示するため、下記

の資料を常備するものとする。 

（１）原価計算及び原価計上並びに法令遵守に関する社内規則類 

（２）作業現場における業務手続マニュアル 

（３）原始伝票から原価元帳等までの一連の帳票類の一覧及びこれらの帳票類の繋がりを示

す系統図 

（４）関係する情報システムの一覧及びこれらの情報システムの繋がりを示す系統図 

 

（輸入品等に関する契約に係る価格等証明資料） 

第６１ 輸入品等に関する契約において、価格等証明資料とは、見積資料（いわゆるクォー

テーション。以下同じ。）の原本、品質証明書の原本及び送り状（いわゆるインボイス。

以下同じ。）の原本をいう。 

２ 輸入品等に関する役務請負契約において、価格等証明資料は、外国役務業者が発行した

ものに限る。 

３ 輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、価格等証明資料は、外国製造業者

が発行したものを原則とする。ただし、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在し

ない場合は、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在しないことの理由書及び乙に

よる価格等証明資料の内容の妥当性を当該外国製造業者が証明した資料をもって外国製造

業者が発行した価格等証明資料に代えるものとする。 

４ 輸入品等に関する役務請負契約以外の契約において、調達物品が流通業者所有中古品

（サープラスユーズド）の場合で、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在せず、

かつ、乙による価格等証明資料の内容の妥当性を当該外国製造業者が証明できないとき

は、外国製造業者が発行した価格等証明資料が存在しないこと及び乙による価格等証明資

料の内容の妥当性を外国製造業者が証明できないことの理由書並びに乙による価格等証明

資料の内容の妥当性を他の手段により証明した資料をもって外国製造業者が発行した価格

等証明資料に代えるものとする。この場合において、流通業者が価格等証明資料の内容の

妥当性を証明した資料のみをもって外国製造業者が発行した価格等証明資料に代えること



は認めないものとする。 

５ 輸入品等に関する契約において、甲に対し、価格等証明資料のうち見積資料の原本又は

その代替資料（第３項又は第４項の規定に基づき見積資料に代えて提出する資料をい

う。）を契約締結時に、品質証明書及び送り状の原本又はその代替資料（第３項又は第４

項の規定に基づき品質証明書又は送り状に代えて提出する資料をいう。）を入手後、速や

かに提出しなければならない。 

６ 輸入品等に関する契約において、価格等証明資料の発行者から、当該価格等証明資料を

甲に提出することについて、あらかじめ了承を得るものとする。 

７ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づく有償援助により取得した装

備品等に関し、輸入業者を乙として外国での役務請負に係る契約を行う場合については、

第１項、第２項、第５項及び第６項の規定を準用する。 

 

（コンプライアンス要求事項の確認） 

第６２ 原価計算方式で予定価格を算定している契約を締結している乙は、社内不正防止及

び法令遵守に関する体制の一環として社内規則類において次に掲げる各号（以下「コンプ

ライアンス要求事項」という。）を規定するとともに、これらが適切に達成されているこ

とを証明するため、契約の締結に際して甲からの求めに応じ、法令遵守に関する社内規則

類と併せて付紙様式のコンプライアンス要求事項確認書を提出するものとする。ただし、

同一年度において、乙が甲に当該確認書を提出している場合は、この限りではない。 

（１）甲との契約に関し、一度計上した工数や直接費（原価のうち、製品の生産に関して発

生することが直接に確認され、それに伴い直接に計算することが適当と認められる費用

をいう。）を修正する場合には、変更の内容及び理由を明らかにした書面により上位者

の承認を受ける等の適切な手続きをとること。 

（２）第１項の書面が少なくとも契約履行完了後５年間以上保存され、甲による制度調査や

原価監査に際して確認できる体制としていること。 

（３）不正行為等を察知した場合の甲への公益通報を含む通報窓口及び通報手続を防衛関連

事業に従事する全職員に適切に周知すること。 

（４）防衛関連事業に従事する全職員を対象とした原価計上等に関するコンプライアンス教

育を実施すること。 

（５）本社の内部統制部門により、防衛関連部門に対し、適切な周期で定期的に内部監査を

実施すること。 

２ 乙は、社内規則類がコンプライアンス要求事項を満たない場合には、コンプライアンス

要求事項確認書の提出日から３か月以内に、当該コンプライアンス要求事項を満たすため

の社内規則類の改正又は新たな社内規則類の制定を行わなければならない。 

３ 常続的に契約を締結している乙に対しては、契約の締結に先立って年度当初にコンプラ

イアンス要求事項確認書の提出を求める場合がある。 

４ 甲は、コンプライアンス要求事項の実施状況を制度調査において確認する。この際、乙

の本社コンプライアンス部門は、甲の行う確認に協力するものとする。 

５ 甲は、乙が次のいずれかに該当する場合には、乙の本社コンプライアンス部門に対して

コンプライアンス要求事項の達成のための是正措置を求めることがある。 



（１）コンプライアンス要求事項の全てを満たす社内規則類の改正又は新たに社内規則類の

制定の措置がとられない場合 

（２）コンプライアンス要求事項の実質的な実施が、甲が行う制度調査において確認できな

い場合 

 

（制度調査等の受入れを拒否した場合等の措置） 

第６３ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、乙は、情報本部として原価計

算システム又は経理会計システムの適正性を確認できない状態にある者として、その後の

契約の相手方としないことがある。 

（１）制度調査若しくは輸入調達調査の受入れを拒否し、又は調査に必要な協力を行わない

場合 

（２）コンプライアンス要求事項確認書の提出を拒否した場合 

（３）乙の本社コンプライアンス部門に対してコンプライアンス要求事項の達成のための是

正措置を求めたにもかかわらず、具体的な改善が見られない場合 

 

（資料の信頼性確保） 

第６４ 甲が予定価格の算定にあたって原価計算方式を採用した場合は、資料の信頼性確保

及び制度調査の実施に関する特約条項を付するものとする。また、輸入品等に関する契約

を締結した場合は、輸入品等に関する契約に係る資料の信頼性確保及び輸入調達調査の実

施に関する特約条項を付するものとする。ただし、契約書の作成を省略したものについて

はこの限りではない。 

 

（紛争等の解決） 

第６５ 乙は、当該契約の履行、監督、検査及び原価監査等、契約全般について、甲及び乙

間の協議で解決が図られない紛争等があるときは、次に掲げる各号について情報本部総務

部監査・監察官に申し出た上で、その解決のための調整を求めることができる。 

（１）紛争発生年月日及び発生場所 

（２）紛争の概要 

（３）紛争の発生事由及び関係者 

（４）その他事実の理解に必要な事項 

 

（違約金等の納付手続） 

第６６ 契約解除等に伴う違約金及び物品納入遅滞に伴う延納金等並びに代金の確定等によ

る返納金等、乙が甲に納付すべきものであって、契約代金の支払と相殺することができな

いものがある場合は、歳入徴収官が納付金額、履行期限その他必要事項を定めた納入告知

書を乙に対して発行する。 

２ 乙は、納入告知書に示された期限までに、日本銀行本店、支店又は日本銀行代理店に納

入告知書を持参し、納付手続きを行うものとする。 

 

 



（売掛債権担保融資保証制度の適用） 

第６７ 乙が中小企業者（中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第１項

に規定する者をいう。）である場合には、次に掲げる一定の条件を満たす契約について、

売掛債権担保融資保証制度を利用することができる。 

（１）物品購入契約及びこれに係る役務契約であること 

（２）売掛債権の譲渡先が信用保証協会及び特定の金融機関であること 

（３）契約履行が完了し、官側の検査官による確認が終了し、合格していること 

（４）確定契約以外の契約にあっては、債権を譲渡しようとする時点において、契約金額が

最終的に確定していること 

２ 乙が中小企業者であり、かつ甲が当該契約の予定価格を市場価格方式により算定した場 

合には、債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項を付するものとする。ただし、 

契約書の作成を省略したものについてはこの限りではない。 

 

（秘密の保全） 

第６８ 乙は、契約条項に定める場合のほか、次に掲げる特約条項の定めるところにより、

秘密等の保全に万全を期さなければならない。 

（１）秘密の保全に関する特約条項 

（２）秘密等の保全又は保護に関する違約金条項 

（３）特定秘密の保護に関する特約条項 

 

（優先規定） 

第６９ この心得は、入札及び契約に関する一般的事項について規定するものとし、公告等

で示した事項並びに契約書及び仕様書（以下「公告及び契約書等」という。）に規定した

事項と当該心得が相違するときは、公告及び契約書等の規定を優先する。 

２ 関係法令等の改正等があった場合において、この心得の規定と相違するものがあるとき

は、関係法令等の規定を優先する。 

 

（書類の用紙規格） 

第７０ この心得において規定する書類の用紙規格は、日本産業規格Ａ判に統一し、サイズ

は４判を原則とする。 

 

（暴力団排除の推進） 

第７１ 乙は「暴力団排除に関する誓約事項」について入札書又は見積書の提出をもって当

該誓約事項のとおり誓約したものとする。 

２ 誓約事項に虚偽があった場合又は誓約に反する事態を生じさせた場合、甲は、乙が提出

した入札書等を無効とし、その他必要な措置を講ずるものとする。 

 

（人権尊重の取組） 

第７２ 乙は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令

和４年９月１３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連



絡会決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 

 

（その他） 

第７３ 乙は、情報本部における契約業務に関する事項又はこの心得の規定について疑義を

生じた場合は、会計課（内線３１７５２）に照会するものとする。 

  



付紙様式 

年  月  日 

コンプライアンス要求事項確認書 

支出負担行為担当官 殿 

 

所在地 

                        会社名 

                        代表者名                

入札及び契約心得において規定されているコンプライアンス要求事項について、当社の社内規

則類の現状は次のとおりです。コンプライアンス要求事項を満たさない項目については、この確

認書の提出から３か月以内に、社内規則類を改正する又は新たな社内規則類を制定する措置をと

ることとします。 

項

目 
コンプライアンス要求事項 

はい／いいえ 

（該当する項目に○） 

社内規則類にお

いて該当する箇

所 

ア 

防衛省との契約に関し、一度計上した工数

や直接費（原価のうち、製品の生産に関し

て発生することが直接確認され、それに伴

い直接計算することが適当と認められる経

費をいう。）を修正する場合には、変更の内

容及び理由を明らかにした書面により上位

者の承認を受ける等の適切な手続きをとる

こととしているか。 

はい／いいえ 

 

イ 

アの書面が少なくとも契約の履行完了後５

年間以上保存され、防衛省による制度調査

や原価監査に際して確認できる体制として

いるか。 

はい／いいえ 

 

ウ 

不正行為等を察知した場合の防衛省への公

益通報を含む通報窓口及び通報手続きを防

衛関連事業の従事する全職員に適切に周知

することとしているか。 

はい／いいえ 

 

エ 

防衛関連事業に従事する全職員を対象とし

た原価計上等に関するコンプライアンス教

育を実施することとしているか。 

はい／いいえ 

 

オ 

本社の内部統制部門により、防衛関連部門

に対し、適切な周期で定期的に内部監査を

実施することとしているか。 

はい／いいえ 

 

添付書類：法令遵守に関する社内規則類（実際の文書名で記載） 

上記の件を確認しました。 

コンプライアンス担当者：                


